
　　　川口.  公募の原則を破ってまで

　　  施設管理公社と随意契約を行 　　答弁で述べられた理由は、2回目の指定の際の質疑同様に 、

　　　う理由は何か？ 　理由にならないものばかりでした。長年やればある程度のノウ

　　  市.  これまでやってきたので 　ハウがあるのは当然で、公益財団法人への移行や公社の設立目

  　　 ノウハウがあること、公益財団 　的などは、そのこと自体が随意指定の理由にはなりえないもの

　　   法人に移行したこと、改善計画 　です。 

　　  を推進中であること、公社の設

　　   立目的が本競技場の設置目的に

  　　 合致していることに 　　それは、できたばかりの改善計画を進めようとしている矢先

  　　 よるものである。 　であり、この改善計画自体、私が外郭団体の見直しを進めるに

　あたり、見直しプランの策定を求めた結果であったことがその

　理由です。当然この後は、改善がされるのか注視していきます。

　　　　 総合計画は、すべての行政計画の基本になるものであり、最上位に位置づけられる計画で、10年

　　　間のまちづくりの基本的な考え方などを示す「基本構想」と、5年間の行政計画を示す「基本計画」、

　　　3年間の具体的施策を示す「実施計画」の3層で構成されています。　

　　　　平成28年度から10年間の基本構想で、「子ども・子育て」「福祉・保健・医療」「教育・文化・　

　　　スポーツ」「都市基盤・生活基盤」「産業・観光」「環境」「地域社会・市民生活」「住民自治・行

　　　財政運営」の8つの分野における施策の大綱を定めたものです。→原案可決

 日時：2月21日（日）13時30分～16時30分

 場所：東部地域ふれあいセンター会議室２

 内容：12月議会報告、その他活動報告、

　　　 皆様からのご意見・ご質問、など。

 ＊　この報告会は後援会の集まりではあ

　　りません。お気軽にお越し下さい。

第35回川口けいすけ議会報告会

東部地域ふれあいセンター

○ 第四次川越市総合計画基本構想の策定

議案ピックアップ ＊詳しくは報告会にて

川口の議案質疑より

川越運動公園陸上競技場等の指定管理者の指定について

＊詳しくは報告会にて

公募の原則を破り3度目の随意指定

それでも私がこの議案に賛成した理由

第三次総合計画はH18年～27年まで
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川口の指摘！


